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二
〇
〇

六
年
三
月
、
胡
錦
濤
中
国
共
産
党
総
書
記

・
国
家
主
席

は
、
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
第

一
〇
期
全
国
委
員
会
第
四
回
会
議

の
会
期
中

に
、

い
わ
ゆ
る

「八
栄
八
恥
」
講
話
を
発
表
し
た
。
中
国

人
と
し
て
名
誉
と
す
べ
き
八

つ
の
善
行
と
、
恥
辱
と
す
べ
き
八
つ
の

悪
行
が
示

さ
れ
、
そ
の
後
全
民
的
学
習
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

官
僚

は
今
も

「父
母
官
」
(↓

パ
タ
ー
ナ
リ
ズ

ム
)
と
呼
ば
れ
る

が
、
党
員

は

「人
民
の
子
」
(↓
公
僕
意
識
)

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
愛
国
主
義
時
代
に
あ

っ
て
は
、
皇
帝
が

「天
子
」
と
し

て
文
明
価

値
を
体
現
し
、
啓
蒙
君
主
的
な
役
回
り
を
担

っ
た
と
い
う

歴
史

の
慣

性
が
、
と
も
す
れ
ば
前
者
の
意
識

を
強
化
し
が
ち
で
あ

る
。
そ
れ
が
、
『教
育
勅
語
』
を
彷
彿
と
さ

せ
る
手
法
に
も

つ
な
が

る
。政

教
分
離
を
建
前
と
す
る
近
代
国
家
に
お

い
て
、
国
政
を
価
値
面

か
ら
左
右
す
る

「市
民
宗
教
」
な

い
し

「公
共
宗
教
」
は
、
例
え
ば

森

[
一
九
九
六
]
が
そ
れ
を

「見
え
ざ
る
国
教
」
と
呼
ん
で
い
る
よ

う
に
、
通
常
は
慣
性
化
し
秘
匿
さ
れ
る
。
そ

れ
が
中
国
で
は
、
欽
定

ム
　
　

道
徳

の
形
で
顕
在
化
し
て
い
る
。

こ
こ
で
仮

に
、
中
国
共
産
党
が
全

国
人
民
代
表
大
会
を
頂
点
と
し
た
立
法
機
構
、
国
務
院
を
頂
点
と
し

た
行
政
機
構
、
最
高
人
民
法
院
、
最
高
人
民
検
察
院
を
頂
点
と
し
た

司
法
機
構
を
指
導
す
る
シ
ス
テ
ム
を
、

「党

政
」
と
略
称
し
て
お
こ

う
。
党
政
に
と

っ
て
の
究
極
の
使
命
は
、
お
お
よ
そ
無
産
階
級
専
政

に
よ

っ
て
共
産
主
義
を
目
指
す
階
級
的
使
命

と
、
中
華
民
族
の
振
興

を
目
指
す
民
族
的
使
命
に
二
分
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
二
〇
〇
二
年
改
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多元 主義 、 自由主義 の 可能性

図1

 

訂

の

『中
国
共
産
党
章

程
』
に
お
い
て
も
、
中
国
共
産
党
に

「無
産

階
級

の
前
衛
」
「中
華
民
族

の
前
衛
」
と

い
う
二
重
の
定
義
を
与
え

る
形

で
、
明
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
そ
の
公
共
宗
教

は
、

い
わ
ゆ
る

「社
会

主
義
」
と

「愛
国
主
義
」
を
基
礎
と
し
て
い

な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

し
か
し

一
九
七
八
年
以
降
推
進
さ
れ
た
市

場
経
済
化
は
、
そ
の
ひ

と

つ
で
あ
る
社
会
主
義
的
価
値
を
、
急
速
に
後
退
さ
せ
つ
つ
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
党
政
側
は
、

い
く

つ
か
の
対
応
策
を
と

っ
た
。
ま
ず
、

「
三

つ
の
代
表
」
重
要
思
想

(
二
〇
〇
〇
年

)
に
よ

っ
て
経
済

エ

リ
ー
ト

(新
中
間
層
)
を
そ
の
中
枢
に
迎
え
、
党

の
階
級
性
を
事
実

上
変
更

し

つ
つ
、
市
場
経
済
と
の
間
に

一
種

の
共
犯
関
係
を
構
築

　
　
　

し
た
。
第

二
に
、

「優
良
な
る
伝
統
文
化
」

を
再
評
価

(
一
九
八
〇

年
代
～
)
し
、
愛
国
主
義
教
育

を
強
化

(
一
九
九

四
年
～
)
し

つ

つ
、

い
わ
ば
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

(愛
国
主
義
)
に
依
存
す
る
形
で
、

統
治

の
合
法
性
を
確
保
せ
ん
と
努

め
て
き

た
。
愛
国
主
義

の
強
化

は
、
市
場
経
済
化
が
も
た
ら
す
拝
金
主
義
、

「単
位
」
社
会

か
ら
放

り
出
さ
れ
た
個
人

の
ア
ト
ム
化
を
も
救
済
す

る
、

い
わ
ば
価
値
難
民

を
収
容
す
る
、
国
営
キ
ャ
ン
プ
と
し
て
の
役
割
も
期
待
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

一
方
、
党
政

の
掌
握
す
る
政
治
的
権
力
と
市
場
経
済
と
の
共
犯
関

係
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
深
刻
な
腐
敗
現
象

へ
と

つ
な
が
り
、
そ
の

腐
敗

へ
の
不
満
が
、

一
度

は

一
九
八
九
年

の
第
二
次
天
安
門
事
件
と

い
う
形

で
ク
ラ
ッ
シ
ュ
し
た
。
そ
こ
で
党
政

は

「党
は
愛
国
主
義

の

代
表
者

で
あ
り
、
反
党
は
反
愛
国
で
あ
り
、

国
外
反
華
勢
力
の
協
力

者

で
あ
る
」
と
す
る
言
説
を
強
化
し
、
ま
す
ま
す
愛
国
主
義
に
依
存

す
る
と
い
う
悪
循
環
に
陥

る
。
「八
栄
八
恥
」

の
第

一
条
は
、
「祖
国

を
愛
す
る
こ
と
を
も

っ
て
栄
と
な
す
」
で
あ

っ
た
。
こ
れ
が
、
図
1

に
示
し
た

「党
政
-
市
場

・
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
」

の
現
状

で
あ
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る
。現

在
愛
国
主
義
に
そ
の
多
く
を
負

っ
て
い
る
中
国
の
公
共
宗
教
は

「原
則
」

で
あ
り
、
「原
則
」
は
異
論
を
許
容
し
な
い
。

つ
ま
り
そ
れ

は
、
必
然
的
に
公
共
空
間
を
聾
断
す
る
。
中
国
共
産
党
は
、
都
市
の

政
治
空
間
と
郷
村

の
社
会
空
間

の
間
に
長
く
存
在
し
た
壁
を
打
ち
破

り
、
基
層

に
党
組
織
を
は
り
め
ぐ
ら
し
た
最
初

の
統
治
者
で
あ
る
。

し
か
も
毛
沢
東

は
、
社
会
改
造

に
お
い
て
大
衆
運
動
を
常
套
手
段
と

し
た
。
か
く

て
、

「科
挙
」
と
い
う
形
で
士
大
夫
階
層
に
だ
け
許
さ

れ
て
い
た
社
会
か
ら
政
治
に
い
た
る
回
路
が
、
広
く
大
衆
に
開
放
さ

れ
る
こ
と

と
な
る
。
結
果
、
党
政
に
よ
る
価
値

の
襲
断
は
社
会

の
末

端
に
ま
で
広
が
り
、
国
民
党
主
導

の
啓
蒙
運
動
な
ど
よ
り
も
は
る
か

に
深
刻
な
副
作
用
を
惹
起
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

な
ぜ
な
ら
こ
れ
は
、
大
衆
社
会

の
価
値
観
が
理
性
的
討
議
を
経
ぬ

ま
ま
公
共

宗
教
に
逆
流
す
る
回
路
を
開

い
て
し
ま

っ
た
と

い
う
こ
と

で
も
あ
る
か
ら
だ
。
津
城

[二
〇
〇
五
]
は
、
公
共
宗
教
と
し
て
の

天
皇
制

の
変
容
に

つ
い
て
ふ
れ
、
そ
の
背
景
と
し
て

「政
治
に
よ

っ

て
目
的
合

理
的
に
立
ち
上
げ
ら
れ
た
国
家
宗
教
が
、
民
衆
宗
教
レ
ベ

ル
に
ま
で
浸
透
し
、
そ
の
民
衆
宗
教
の
圧
力
が
政
治

に
逆
流
し
て
き

ハ
ヨ
　

て
、
目
的

を
阻
害
す
る
と
い
う
、
皮
肉
な
回
路
」

の
存
在
を
指
摘
し

(
4
V

て
い
る
。
中
国
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
郷
村
社
会

の
宗
法
性
信
仰
の

内
包
す
る
血
縁
幻
想
が
文
化
大
革
命
期

の
公
共
宗
教

に
逆
流
し
た
結

果
、
そ

の
神
学
に

「唯
成
分
論
」
(各
人

の
先
天
的
階
級
成
分

で
闘

争

に
お
け
る
敵
性
を
判
断
す
る
考
え
方
)
と
い
う
お
よ
そ
不
合
理
な

教
条
を
付
け
加
え
た
。
ま
た
、
同
じ
血
縁
幻
想
が
愛
国
主
義
に
逆
流

し
た
結
果
、

い
わ
ゆ
る

「憤
青
」

(怒
れ
る
若

者
)
た
ち
は
、
血
縁

で
結
ば
れ
た
郷
村
的
中
国
と
い
う
空
想

の
エ
ト

ニ
へ
の

「郷
愁
」
か

ら
、
ネ

ッ
ト
空
間
に
お
い
て
、
脱
ネ
イ
テ
ィ
ブ
中
国
人

(生
活
が
洋

風
化
し
た
新
中
間
層
、
自
由
主
義
的
知
識
人
、
「親
米
」

「親
日
」
論

者
、
台
湾
独
立
派
等
)
に
対
し

「洋
奴
」

「老

祖
宗
さ
え
認
め
な
い

ハ
ら
　

民
族
の
ク
ズ
」
と

い
っ
た
罵
声
を
浴
び
せ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
「子

不
語
怪
力
乱
神
」
と

い
う
孔
子
の
合
理
精
神

に
よ

っ
て

一
度
は
脱
魔

術
化
し
、
中
華
帝
国
の
公
共
宗
教

(礼
教
)

に
ま
で
洗
練
さ
れ
た
は

ず

の
宗
法
性
信
仰
が
、
皮
肉
に
も
現
代

の
公
共
宗
教
を
再
魔
術
化
し

た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
公
共
宗
教

は
、
時

に
党
政

の
側
を
も

翻
弄
す
る
諸
刃
の
剣
な
の
で
あ
る
。

一
方
中
国
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、

一
貫
し
て

「異
端
」
で
あ

っ
た
。

宗
法
性
信
仰
に
照
ら
し
て
異
端
視
さ
れ
、
時

に
禁
教
の
憂
き
目
を
見

た
ば
か
り
で
は
な
く
"

1
九
0
0
年

の
義
和

団
事
件
に
お
い
て
大
量

の
殉
教
者
を
出
し
、

一
九
二
〇
年
代

に
は

「非
基
督
教
学
生
同
盟
」

が
設
立
さ
れ
た
。
中
華
人
民
共
和
国
成
立
後

は
、
階
級
的
使
命
に
あ

だ
な
す

「精
神
的
ア

ヘ
ン
」

で
あ
り
、
民
族
的
使
命
を
妨
げ

る
帝
国

主
義
勢
力

の

「洋
教
」
で
あ

っ
た
。

し
か
し
近
年
、
言
論
界
に
キ
リ
ス
ト
教
を
め
ぐ
る
も
う

一
つ
の
声

が
生
ま
れ

つ
つ
あ
る
。
そ

の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
「公
共
性
」
と

「市

民
社
会
」
だ
。
例
え
ば

M
ad
sen
[19
9°。
]
は
農
村

の
閉
鎖
的
な
カ

ト
リ
ッ
ク
共
同
体
を

「宗
教
と
い
う
よ
り

一
種
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に

中国の国家e社 会関係 とキ リス ト教217



過
ぎ
な

い
」
と
批
判
し
、
デ

ュ
ル
ケ
ー
ム
的
宗
教
か
ら
ウ

ェ
ー
バ
ー

的
宗
教

へ
の
転
換
を
提
案
、
カ
ト
リ

ッ
ク
が
中
国

の
市
民
社
会
形
成

ム
　
　

に
果
た
す
役
割

に
期
待
を
よ
せ
て
い
る
。
中
国
宗
教

に
対
す
る
同
様

の
期
待

と
そ
の
検
証
は
、
邪
福
増

[
二
〇
〇
五
]、
何
光
渥

[
二
〇

〇
六
]
、

劉
膨

[
二
〇
〇
六
]
、
X
ie
[2
0
0
6]
と

い

っ
た
大
陸
や
香

港
の
研
究
書
に
も
見
て
と
れ
る
。

こ
れ
は
、
図
1
に
お
け
る
右
肩
下

が
り

の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
に
対
し
て
、
開
か
れ
た
宗
教
に
よ
る
右

肩
上
が
り

の
政
治
的
、
社
会
的
変
革
を
期
待
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

最
近

で
は
、
教
育

・
研
究
機
関
に
身
を
置
き
な
が
ら
社
会
活
動
に

も
参
加
す

る
、

い
わ
ゆ
る

「公
共
知
識
分
子
」
た
ち
が
宗
教
に
接
近

す
る
姿
も
見
ら
れ
る
。
自
ら
が
神
学
を
学
び
家
庭
集
会

(後
述
)
に

お
い
て
牧

師
を
務
め
る
者
、
家
庭
集
会
の
教
会
員
や
賛
助
者
と
な
る

者
、
教
会

と
は
距
離
を
置
き

つ
つ
も
信
仰
を
表
明
す
る

「文
化
基

ムフ
　

督
徒
」
、
宗
教
団
体
が
組
織
す
る
N
G
O
に
参
加
な

い
し
ア
ド
バ
イ

ス
を
行
う
者
な
ど
、
接
近
、
参
与

の
方
法
は
様

々
だ
。
恐
ら
く
そ

の

背
景
に
は
、
多
元
主
義
と
自
由
主
義
が
両
立
し
う
る
よ
う
な
民
主
制

へ
の
志
向

と
、
八
九
年

の
ク
ラ
ッ
シ
ュ
に
対
す
る
反
省

(民
間
に
根

ム　
　

ざ
し
た
活
動

の
必
要
性
と
、
欽
定
公
共
宗
教
や
市
場

の
拝
金
主
義
に

対
抗

し
う

る
価
値

の
橋
頭
塗

の
必
要
性

に
対
す

る
認
識
)
も
あ
ろ

う
。
宗
教

や
N
G
O
が
、
社
会
的
公
正
を
実
現
す
る
上
で
重
要
な
プ

レ
ー
ヤ
ー
と
な
り
う
る
こ
と
を
証
明
し
、
市
民
社
会
に
お
け
る
支
持

を
背
景
に
公
共
空
間
に
お
け
る
発
言
権
を
拡
大
し
て
こ
そ
、
欽
定
公

共
宗
教
に
よ
る
公
共
空

間
の
璽
断
が
相
対
化
さ
れ
る
。
そ
の
先
に
、

ム
　
　

多
元
主
義
と
自
由
主
義
を
基
礎
と
し
た
政
治

空
間
が
生
ま
れ
る
。

い

さ
さ
か
ト
ク
ビ
リ
ア
ン
的
理
想
主
義

の
嫌

い
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
制

度
に
民
主
主
義

の
本
質
を
見
る
政
治
学
と
は
異
な
る
、
中
国
民
主
化

の
可
能
性
を
め
ぐ
る
社
会
学
的
考
察
と
、
そ

の
実
践
で
あ
る
と
も
い

え
よ
う
。

本
稿
で
は
、
中
国
キ
リ
ス
ト
教
の
現
状
を
検
証
し
、
メ
イ
ン
ス
ト

リ
ー
ム
の
相
対
化
に
役
割
を
果
た
し
う
る
可
能
性

に
つ
い
て
も
、
初

歩
的
な
見
解
を
示
し
た
い
と
考
え
る
。

中
国
力
ト
リ
ッ
ク

ー

ア
ク
タ
ー
間
の
錯
綜
が
生
ん
だ
閉
塞
状
況
1

今
年
四
月
二
〇
日
、
中
国
天
主
教
愛
国
会

(以
後
、

「愛
国
会
」

と
略
称
)
主
席
、
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務

委
員
会
副
委
員
長

・
傅

鉄
山
氏
が
逝
去
し
た
。
二

一
日
付
の

『
人
民
日
報
』
は
、
彼
を

「中

国
共
産
党
の
親
密
な
る
友
人
」
と
称
賛
し
て
い
る
。

一
方
、
二
二
日

付
の
香
港

『明
報
』
に
よ
れ
ば
、
バ
チ
カ
ン
か
ら
の
使
節
も
香
港
の

陳
日
君
枢
機
卿
も
、
葬
儀
に
参
列
す
る
予
定

は
な
い
と
い
う
。
傅
氏

は
、
司
教
叙
任
に
あ
た

っ
て
法
王
庁
側
の
承

認
を
得
て
い
な

い
。

中
華
人
民
共
和
国
と
バ
チ
カ
ン
市
国
の
国
交
断
絶
状
態

は
、

一
九

五

一
年

九

月

に
中

国

側

が

バ
チ

カ

ン
大

使

リ

ベ
リ

(国
げo旦

A
n
to
n
io
)
を
追
放
し
た
こ
と
に
端
を
発
す

る
。
四
六
年

に
中
国
に

赴
任
し
た
リ
ベ
リ
は
、
外
交
官
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
大
司
教
と

21g



し
て
法
王
庁

の
意
向
を
代
表
し
、
中
国
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
管
轄
す

る
立
場
に
あ

っ
た
。
内
戦
に
お
い
て
彼
は
、
法
王
庁
か
ら
の
指
示
に

基
づ
き
国
民
党
を
支
持
、
反
共
色

を
鮮
明
に
し
て
ゆ
く
。
四
八
年
に

彼
が
中
国

で
結
成

し
た

「聖
母
軍
」
(
レ
ジ
オ

・
マ
リ

エ
)
は
、
カ

ト
リ

ッ
ク
信
徒

の
反
共
組
織
と
し
て
、
今
も
党
政
や
愛
国
会
か
ら
指

弾
さ
れ
て

い
る
。

上
述

の
よ
う
に
、
中

国
党
政

に
と

っ
て
か

つ
て
の
キ
リ

ス
ト
教

ミ

ッ
シ

ョ
ン
は
、
階
級
的
使
命
、
民
族
的
使
命

の
障
害
物

で
し
か

ムい
　

な
い
。
こ
れ
に
、
法
王
個
人

へ
の
不
信
も
加
わ

っ
た
。
当
時

の
ロ
ー

マ
法
王

・
ピ
ウ
ス

一
二
世

(ピ
オ

一
二
世
)
は
、
も
と
よ
り
反
共
傾

向

の
目
立

つ
人
物

で
あ

っ
た
。
枢
機
卿
と
し
て
外
交
を
担
当
し
て
い

た
時
代
に
は
、
ナ
チ
ス

・
ド
イ
ツ
と
の
政
教
条
約
締
結
と

い
っ
た
、

後

に
批
判

を
浴
び

る
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
バ
チ
カ
ン
か
ら
満
州

国
が
承
認

さ
れ
た
の
も
、

こ
の
時
期
で
あ

っ
た
。
法
王
就
任
後
、
第

二
次
世
界
大
戦
が
勃
発
す
る
と

「中
立
」
を
貫

い
た
。
こ
の
際
、
ナ

チ
ス
に
よ

る
ユ
ダ

ヤ
人
虐
殺
を
放
任
し
た
と
し
て
批
判
を
あ
び
、
こ

れ
が
後

の
ヨ

ハ
ネ

・
パ
ウ

ロ
ニ
世
に
よ
る
謝
罪

へ
と

つ
な
が

っ
て
い

る
。
党
政

に
と

っ
て
は
、
警
戒
す

べ
き
人
物

で
あ

っ
た
に
違

い
な

い
。党

政
側

は
、

い
わ
ゆ
る
統

一
戦
線
工
作

で
応
じ
た
。
五
〇
年
、
四

川
省
北
部

(現
在

の
広
元
市
元
煽
区
、
写
真
1
)

で
王
良
佐
神
父
等

が

『自
立
革
新
運
動
宣
言
』
を
発
表
、
法
王
庁

の
影
響
力
排
除
を
主

張
し
た
。

こ
れ
に
呼
応
す
る
形
で
カ
ト
リ

ッ
ク
愛
国
運
動
が
推
し
進

め
ら
れ
、
外
国
人
神
父
、
修
道
士
、
修
道
女

等
が
あ
る
い
は
ス
パ
イ

容
疑
で
逮
捕
さ
れ
、
あ
る

い
は
国
外
退
去

へ
と
追

い
込
ま
れ
て
ゆ

く
。
や
が
て
、
中
国
教
会

の
自
立
と
愛
国
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
下
に
進

め
ら
れ
た
外
国
人
排
除

は
、
リ

ベ
リ
追
放

に
お
い
て
頂
点

に
達
し

た
。

リ
ベ
リ
は
そ

の
後
台
湾
を
訪
れ
、
バ
チ

カ

ン
と
台
湾
に

「国

交
」
関
係
が
成
立
す
る
。

こ
こ
に
、
中
国
と

バ
チ
カ
ン
の
決
裂
は
決

定
的

に
な
る
。

ム
ロ
　

五
二
年

一
月

一
八
日
、
ピ
ウ
ス

一
二
世
は
使
徒
的
書
簡

『動
勉
中

国
被
難
教
胞
』

(C
up
im
u
s
im
p
rim
is)
を
送

付
し
、
中

国
信
徒

に

対
し
法
王

へ
の
服
従
を
呼
び
か
け
た
。
五
四
年

一
〇
月
七
日
に
は
回

勅

『致
中
国
教
友
書
』

(A
d
S
in
aru
m
g
ente
s)
を
送
付
し
て
、
司

教
叙
任
等
に
関
す
る
法
王
庁
側

の
原
則
を
改

め
て
示
し
て
い
る
。

一

方
党
政
側
は
、
逮
捕

の
手
を
、
法
王
に
忠
誠

を
誓
う
中
国
籍
聖
職
者

に
ま

で
広
げ

て
い
っ
た
。
五
四
年

一
〇
月
に

は
陳
西
省

の
李
篤
安

(後

の
西
安
教
区
司
教
)
を
逮
捕
、
五
五
年

の

「粛
反
運
動
」
期
に

ム
に
　

は
上
海

の
襲
品
梅
、
金
魯
賢
等
を
逮
捕
し
た
。
反
右
派
運
動
発
動
後

の
五
八
年

に
は
、
萢
学
滝

(後

の
保
定
教
区

司
教
)
が
逮
捕
さ
れ
て

い
る
。
五
七
年
八
月
に
は
、
党
政
主
導
の
運

動
が
中
国
天
主
教
愛
国

教
友
会

(後

「中
国
天
主
教
愛
国
会
」
に
改

称
)
結
成
と
い
う
、

ひ

と

つ
の
到
達
点
を
見
た
。
翌
年

四
月
、
武
漢

に
お
け
る
司
教
叙
任
を

め
ぐ
り
、
法
王
庁
と
愛
国
会
は
非
難
の
応
酬
と
な
る
。
法
王
庁

の
同

意
な
き
叙
任
(
「自
選
自
聖
」)
を
、
破
門
を
ち
ら

つ
か
せ

つ
つ
阻
止
せ

ん
と
し
た
法
王
で
あ

っ
た
が
、
結
局
は
失
敗

し
た
。
五
八
年
六
月
、
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写真1元 場区の山上にある常駐神父のいない天主堂

王良佐が神父を務めた当時の天主堂はすでに取 り壊され、地

元信者の再建要請をよそに、いまだ廃校 となった小学校校舎

の転用が続 く。成都教区から建設要請のある 「王良佐記念館」

は、四年以上を経過 した今 も 「種々の理由」(地元統戦筋)に

より計画が具体化 していない。党政 と愛国会の温度差を象徴

する光景である。(筆者撮影)

 

ピ
ウ
ス

一
二
世
は
回
勅

『致
中
国
教
会
通
諭
』

(A
d
A
po
stolorum

P
rincip
is)
を
送
付
、
愛

国
会
に
よ
る
自
主
叙
任
、
分
派
行
動
を
批

判
し
た
。

そ
の
年

の

一
二
月
に
、
ピ
ウ
ス

一
二
世
は
世
を
去
る
。

六
〇
年

代
、
愛
国
会

は
文
化
大
革
命

(
一
九
六
六
～
七
六
年
)
に

よ
っ
て

一
切
の
活
動
を
停
止
し
た
。

一
方

バ
チ
カ
ン
で
は
、
第
ニ
バ

チ
カ

ン
公

会
議

(
一
九

六
二
～
六
五
年
)
が
召
集
さ
れ
た
。
近
代

化
、
多
様

化

の
世
界
と

い
か
に
向
き
合
う
か
と

い
う
困
難
な
課
題

に
、
カ
ト

リ

ッ
ク
教
会

が
自
ら
取
り
組
み
、
そ
の
結
果
、
神
学
と
教

ム
ロ
　

会

の
多
様
化
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
八
〇
年
代
に
活
動
を

再
開
し
た
愛
国
会
が
相
対
し
た
の
は
、
も
は
や
昔
日
の
ロ
ー

マ
で
は

な
か

っ
た
。

八
〇
年
六
月
、
北
京
に
お
け
る
中
国
天
主
教
代
表
会
議

の
結
果
を

受
け
て
、
教
務
機
構
と
し
て
の
中
国
天
主
教
教
務
委
員
会
、
中
国
独

自

の
司
教
団
と
し
て
の
中
国
天
主
教
主
教
団
が
発
足
し
た
。

い
ず
れ

も
、
愛
国
会
副
主
席

(当
時
)
に
し
て
、
上
海
初
の

「自
選
自
聖
」

司
教

で
あ
る
張
家
樹
が
最
高
責
任
者
を
務
め

て
い
る
。
急
展
開
を
見

せ
る
中
国
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
し
、
同
年
、
香
港
教
区
に

「聖
神
研
究

中
心
」
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
台
湾

・
香
港

の
カ
ト
リ

ッ
ク
教

会
が
大
陸

へ
の
橋
渡
し
役

(橋
梁
教
会
)
と

な
り
、
内
外
カ
ト
リ
ッ

ク

の

「共
i
J
(co
m
m
u
n
io
n
)
を
促
す
た

め
の
、
状
況
分
析
、
理

論
研
究

の
場
で
あ
る
。
定
期
刊
行
誌
と
し
て

『鼎
』
を
擁
し
、
橋
梁

教
会
の
神
学
者
、
聖
職
者
た
ち
が
論
文
、
研
究
ノ
ー
ト
を
寄
せ
る
。

法
王
庁
が
、
大
陸
に
向
け
て
張

っ
た
ア
ン
テ
ナ
で
あ
る
と
も
い
え
よ

う
。八

二
年

一
月
の

『為
中
国
教
友
祈
祷
』

(C
aritas
C
h
risti)
、
同
三

月
の
中
国
教
会

の
た
め
の
ミ
サ
等
、
八
〇
年

代
に
入

っ
て
法
王
ヨ
ハ

ネ

・
パ
ウ

ロ
ニ
世
は
、
中
国
に
向
け
た
書
簡

、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
表

し
続
け
た
。
ま
た
、
「自
選
自
聖
」
司
教
も
、
そ
の
大
半
が
法
王
か

ら
の
追
認
を
受
け
た
。
八
〇
年
代
末
に
は
、
法
王
の
た
め
の
祈
り
が

中
国
教
会
に
お
い
て
復
活
し
て
い
る
。
九
〇
年
代

に
は
、
愛
国
会

の

若

い
聖
職
者
た
ち
が
次
々
と
国
外

の
神
学
校

へ
と
派
遣
さ
れ
た
。
彼

zzo



等
は
第

ニ
バ
チ
カ
ン
公
会
議
後

の
神
学

の
紹
介
者
と
な

っ
て
い
る
ば

か
り
で
な
く
、
国
外

の
修
道
会
等

に
も
人
脈
を
持

つ
内
外
教
会

の
紐

帯
で
あ
る
。
そ
し
N
i
10
0

1
年

一
〇
月
、

ヨ
ハ
ネ

・
パ
ウ
ロ
ニ
世

は
、
党
政

が
断
罪
し
て
き
た
帝
国
主
義
時
代
の
教
会

の
過
ち
に

つ
い

て
謝
罪
し
た
。
こ
う
し
た

こ
と
も
あ
っ
て
、

ヨ
ハ
ネ

・
パ
ウ
ロ
ニ
世

の
逝
去
に
あ
た

っ
て
は
、
中
国
外
交
部
も
そ
の
功
績
を
称
え
る
弔
辞

を
発
表
し

て
い
る
。

近
年
、
愛
国
会

の
聖
職
者
は
、
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
に
対
し
て
ほ
ぼ
口

を
そ
ろ
え

て

「バ
チ
カ
ン
と
の
国
交
樹
立
は
時
間

の
問
題
だ
」
と
断

言

す
る
。

し
か
し
、
必
ず
し
も
楽
観
は
で
き
な

い
。
何
と

い
っ
て

も
、
ア
ク
タ
ー
が
複
雑
化
し
す
ぎ

た
。
第

一
、
第
二
の
ア
ク
タ
ー
が

法
王
庁
と
党
政

で
あ
る
こ
と
は
、
論
を
ま
た
な

い
。
問
題
は
、
そ
れ

以
外

の
ア
ク
タ
ー
の
動
向

で
あ
る
。

ま
ず
、
愛
国
会
。
愛
国
会

に
は
、
親
法
王
派
も
い
れ
ば
反
法
王
派

も
い
る
。
法
王
庁
か
ら
承
認
を
受
け
ら
れ
た
司
教
も
い
れ
ば
、
受
け

ら
れ
な
か

っ
た
司
教
も
い
る
。
先
述

の
愛
国
会
主
席

・
傅
鉄
山
が
承

認
か
ら
外

れ

て
い
る

一
方

で
、
後

に
愛

国
会
に
身
を
お

い
た
金
魯

賢
、
李
篤
安
と
い
っ
た
司
教
は
、
法
王
庁
か
ら
の
信
任
が
厚
い
。
地

下
教
会
問
題

に
つ
い
て
も
、
愛
国
会

へ
の
参
加
を
推
進
す
る
聖
職
者

が
あ
れ
ば

、
地
下
教
会
出
身
者
が
獅
子
身
中

の
虫
と
な
る
こ
と
を
恐

れ
、
む
し
ろ
地
下
に
封
じ
込
め
ん
と
す
る
者
も
い
る
。
地
下
教
会

へ

の
嫌
悪
は
、
河
北

の
よ
う
な
地
下
教
会

の
勢
力
が
強
い
地
域
に
お
い

て
、
時
に
公
安
を
も
巻
き
込
ん
だ
激
し
い
弾
圧

へ
と

つ
な
が
る
。
九

二
年
、
獄
死
し
た
萢
学
滝
司
教
の
遺
体
を
当
局
が
地
下
教
会
に
遺
棄

し
た
と
さ
れ
る
事
件
な
ど
は
、
地
下
教
会
側
を
震
憾
さ
せ
た
。

次
に
、
地
下
教
会

(
「忠
貞
教
会
」
)。

こ
れ

も
、

一
枚
岩
で
は
な

い
°
M
ad
sen
[19
9°。
]
は
、
聖
職
者
の
毒
殺
や
械
闘
に
ま
で
発
展
し

た
地
下
教
会
同
士

の
抗
争
と
い
う
、
に
わ
か
に

は
信
じ
が
た
い
事
件

を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
華
北
の
教
育
イ

ン
フ
ラ
が
貧
弱
な
農
村

に
分
布
す
る
教
会
が
多
く
、
愛
国
会

の
聖
職
者

の
よ
う
に
海
外
研
鐙

の
機
会
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
神
学
校

へ
の
ア
ク
セ
ス
も
限
ら
れ

る
た
め
、
聖
職
者
の
専
門
知
識
、
訓
練
が
不
十
分
で
あ
る
と
も
指
摘

さ
れ
る
。

そ
し
て
、
橋
梁
教
会
。
中
国
側
が
国
交
正
常
化

の
条
件
と
し
て
バ

チ
カ
ン
と
台
湾
の
断
交
を

つ
き
つ
け
て
い
る
以
上
、
台
湾
聖
職
者
と

し
て
は
心
中
複
雑
で
あ
ろ
う
。
二
〇
〇
〇
年

一
〇
月
、

ヨ
ハ
ネ

・
パ

ウ

ロ
ニ
世
が

一
二
〇
名

の
中
国
伝
道
に
お
け

る
殉
教
者
を
聖
人
と
し

た
際
、
中
国
側
は
激
し
く
こ
れ
を
非
難
し
た
。
中
国
側
か
ら
見
れ

ば
、
こ
の

一
二
〇
名
は
帝
国
主
義
の
走
狗
に
他

な
ら
な

い
。
聖
人
化

は
侵
略

の
歴
史
を
美
化
す
る
も
の
だ
と
い
う
、

あ
る
意
味

「靖
国
問

題
」
と
よ
く
似
た
ロ
ジ

ッ
ク
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
愛
国
会
は
、
こ
の

決
定
の
背
後
に
台
湾
司
教
団
主
席

・
単
国
璽

の
働
き
か
け
が
あ

っ
た

ム
バ
　

と
し
て
、
不
信
感
を
あ
ら
わ
に
し
た
。
ま
た
、
香
港
カ
ト
リ

ッ
ク
教

会
の

「橋
梁
」
作
用
も
限
定
的
で
あ
る
。
例

え
ば
陳
日
君
司
教
は
、

同
性
愛

に
明
確
な
反
対
姿
勢
を
示
す
な
ど
保
守
的
な

一
面
が
あ
り
、

法
王
か
ら
の
信
任
も
厚

い
。

一
方
、
第
二
次
天
安
門
事
件
の
記
念
行
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事
に
積
極
的
に
参
加
、
香
港
特
別
行
政
区
政
府
に
対
し
て
も
更
な
る

民
主
化
を
求
め
て
苦
言
を
呈
し
、
法
輪
功
事
件
に
際
し
て
は
こ
れ
を

邪
教
視
す

る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
党
政
に
と

っ
て
は

危
険
な

「反
華
分
子
」
な
の
だ
。

二
〇
〇
六
年
、
そ
の
彼
が
枢
機
卿

に
任
命
さ

れ
る
と
、
中
国
側
は

一
気
に
態
度
を
硬
化
さ
せ
た
。
意
趣

返
し
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
後
愛
国
会
が
立

て
続
け
に
司
教

の

「自
選
自
聖
」
を
行
い
、
法
王
庁
側
を
慌

て
さ
せ
た
事
件
は
記
憶

に
新
し
い
。

党
政

に
と

っ
て
こ
の
状
況
は
、
放
置
可
能
な
閉
塞
と
い
っ
た
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。
愛
国
会
と
地
下
教
会
の
相
互
対
立
と
内
部
分
裂
で
、

「夷
を
も

っ
て
夷
を
制
す
」
が
ご
と
き
宗
教

の
分
断
統
治
が
可
能
に

な
る
。

バ
チ
カ
ン
と
の
国
交
正
常
化
に
と

っ
て
は
不
利
な
状
況
で
あ

る
が
、
中

国
側
に
は
正
常
化
を
急
ぐ
理
由
も
な

い
。

ソ
連
と
の
厳
し

い
対
決

の
中
で
進
め
ら
れ
た
対
米
国
交
正
常
化
交
渉

で
は
、
米
国

の

台
湾
に
対
す
る
防
御
兵
器
売
却
を
認
め
る
な
ど
、
異
例
の
譲
歩
を
し

た
。
し
か
し
現
在

の
中
国
に
、

バ
チ
カ
ン
に
対
し
そ
こ
ま
で
の
譲
歩

を
す
る
必
要
は
な

い
。
主
導
権
は
、
中
国
側

に
あ
る
。

バ
チ
カ

ン
側
は
、
愛
国
会
に
お
け
る
親
法
王
派

の
伸
長
と
い
う
有

利
な
条
件

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
下
教
会
や
橋
梁
教
会

へ
の

配
慮
も
あ

っ
て
、
大
き
な
譲
歩
が
難
し
い
。
信
徒
数
は
五
〇
〇
万
人

程
度
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
優
秀
な
若
手
聖
職
者
を
輩
出
し

つ
つ
あ
る

愛
国
会
。

信
徒
数
で

一
〇
〇
〇
万
人
を
超
え
る
と
も
い
わ
れ
る
が
、

十
分
な
訓
練
も
な
い
ま
ま
司
教
、
司
祭
が
乱
立
す
る
嫌

い
の
あ
る
地

下
教
会
。

い
ず
れ
も
、
切
捨
て
は
で
き
な

い
。
理
想
は
、
ま
ず
そ
の

両
者
が

「共
融
」
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

の
双
方
が
共

に
内
部
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「共
融
」
も
お
ぼ

つ

か
な
い
。
結
局
、

バ
チ
カ
ン
が
あ
え
て
大
き

な
犠
牲
を
払
う
覚
悟
を

持
た
な
い
限
り
、

こ
の
閉
塞
状
況
は
当
面
打
開
す
ま
い
。

中
国
プ

ロ
テ
ス
タ

ン
ト

ー

世
俗
権
力
の
介
入
を
受
け
た
神
学
論
争
-

中
国
カ
ト
リ

ッ
ク
の
去
就
が
バ
チ
カ
ン
ー

中
国
関
係
の
鍵

で
あ
る

と
す
れ
ば
、
中
国
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
問
題
は
、
米
中
関
係
と
深

い
か

か
わ
り
を
持

つ
。
最
近

で
は
ブ

ッ
シ
ュ
大
統
領
が
二
〇
〇
五
年

=

月

の
訪
中
時
に
北
京

の
公
認
教
会
に
お
い
て
礼
拝
に
参
加
、
そ
の
席

で
中
国
に
お
け
る
信
教

の
自
由
拡
大
を
訴
え

て
い
る
。
ま
た
二
〇
〇

六
年
五
月
、
同
大
統
領
は
ホ
ワ
イ
ト

ハ
ウ

ス
に
お

い
て
家
庭
集
会

(非
公
認
教
会
)
構
成
員
で
あ
る
余
傑

(作
家
)
、
王
恰

(成
都
大
学

教
授
)、
李
柏
光

(法
学
者
)
と
会
見
、
意
見
交
換

と
祈
り
の
時
を

持

っ
た
。
現
在
中
国
国
内
に
お
い
て
最
も
著
名
な
家
庭
集
会
牧
会
者

の
ひ
と
り

・
林
献
蕪

(L
am
b
,
S
am
m
u
el)

6
執̀
務
室

に
は
、
レ
ー

ガ

ン
大
統
領
、
ブ

ッ
シ
ュ

(父
)
大
統
領
、

ビ
リ
ー

・
グ
ラ

ハ
ム
か

ら
送
ら
れ
た
記
念
品
が
飾
ら
れ
、
米
国
在
広
州
総
領
事
館
も
そ

の
安

全
に
重
大
な
関
心
を
払

っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

ロ
ン
ド
ン

こ
こ
ッ
シ
ョ
ナ
リ

・
ソ
サ
イ

ァ
テ
ィ
所
属
の
モ
リ
ソ
ン
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(M
orriso
n
,
R
ob
ert)
が

一
八
〇
七
年

マ
カ
オ
に
第

一
歩
を
印
し
て

以
来
、
プ

ロ
テ
ス
タ

ン
ト
初
期
中
国
伝
道

に
お

い
て
は
英
国

ミ
ッ

シ
ョ
ン
の
活
動
が
活
発
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
義
和
団
事
件
と

い
う

キ
リ
ス
ト
教
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
と

っ
て
の

一
大
悲
劇
と
前
後
し
て
、
米

国
ミ
ッ
シ

ョ
ン
が
主
役
の
座
を
占

め
る
よ
う
に
な
る
。
邪
軍

[
二
〇

〇
六
]
に
よ
れ
ば
、

一
九
〇
〇
年

の
米
国
人
が
中
国
在
住
の
外
国
人

宣
教
師
に
占
め
る
割
合
は
三
五
%
、
そ
れ
が

一
七
年
後

に
は
五
〇
%

に
達
し
て

い
る
。

ま
た
、

呉
耀
宗

の
よ
う
に
米
国

へ
留
学
し
た
指
導
者
、
林
献
蕪

の

よ
う
に
海
外
華
人
の
家
庭
に
育
ち
、
米
国
で
信
仰
を
得
、
祖
籍
地

へ

戻

っ
た
牧

会
者
等
が
い
る
。
こ
の
結
果
、
当
時

の
米
国
に
お
け
る
神

学
的
状
況
が
そ
の
ま
ま
中
国

へ
と
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

森

[
一
九
九
六
]
に
よ
れ
ば
、

一
九
世
紀
末
か
ら

一
九
二
〇
年
代

の
米
国
プ

ロ
テ
ス
タ

ン
ト
界
は
、
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ス
ト

(漢
語

で

「基
要
派
」
「属
霊
派
」
)
と
モ
ダ

ニ
ス
ト

(同
じ
く

「現
代
派
」
)

が
進
化
論
問
題
等
を
め
ぐ
り
激

し
く
対
立
し
て
い
た
時
代

で
あ

っ

た
。
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
は
、
個
人
が
聖
書
と
精
霊
に
よ

っ
て

神
と
結
ば
れ
て
い
る
と
考
え
る
た
め
、
宗
教
を
私
的
領
域
に
限
定
す

る
政
治
的
自
由
主
義
と
融
和
的
な
関
係

に
あ
る
。
モ
ダ

ニ
ス
ト
は
、

科
学
、
近
代
思
想
、
社
会
問
題
等

と
信
仰
の
整
合
性
を
積
極
的
に
考

え
る
た
め
、
神
学
的
自
由
主
義
と
融
和
的
な
関
係
に
あ
る
。
結
果
、

前
者
は
政
治
や
社
会
運
動
と

一
定
の
距
離
を
保
ち
、
後
者
は
教
会
や

ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
基
盤
と
し
て
社
会
問
題

に
取
り
組
み
、
政
治

に
も
進
ん
で
関
与
す
る
傾
向
が
あ

っ
た
。

中
国
基
督
教
三
自
愛
国
運
動
委
員
会

(以
後
、

「三
自
委
員
会
」

と
略
称
)
の
歴
史
を
指
導
的
人
物

の
名
前
で
区
切
る
と
す
れ
ば
、
文

革
前
を
呉
耀
宗
時
代
、
文
革
後
を
丁
光
訓
時
代
と
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
こ
の
二
人
は
と
も
に
自
由
主
義
神
学
色

の
濃

い
ニ
ュ
ー

ヨ
ー

ク

・
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校

(U
nio
n
T
h
eolog
ic
al
S
em
in
ary
,N
.Y
.)

で

神
学
を
修
め
、
国
内
に
あ

っ
て
は
基
督
教
青
年
会

(以
後
、

「Y
M

C
A
」
と
略
称
)
の
社
会
福
音
運
動
を
指
導
し

て
い
る
。

つ
ま
り
三

自
委
員
会
は
、
典
型
的
な

「現
代
派
」
に
よ

っ
て
指
導
さ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。

一
方
、
北
京
の
王
明
道
、
上
海
や
福
建
を
中

心
に
全
国
に

「聖
会

慮
」
教
会
を
展
開
し
て
い
た
侃
析
声

(N
ee
,W

atch
m
an
)、
広
東
を

中
心

に
活
動
し
た
林
献
燕
と
い
っ
た

「基
要

派
」

の
牧
会
者

た
ち

は
、
批
判
派
を
形
成
し
た

(あ
る
い
は
、
そ

う
見
え
た
)
。
王
明
道

[
一
九
八
七
]
は
い
う
。
「贈
罪
を
否
定
す
る
と
は
新
旧
両
約
聖
書
を

否
定
す
る
こ
と
で
す
。
自
由
主
義
者
が

『社
会

的
福
音
』
と
彼
ら

の

称
す
る
よ
う
な
他

の
何
物
か
を
作
り
上
げ
て
き
た
の
も
驚
く
べ
き

こ

ハほ
　

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」。

こ
れ
は
、
保
守
的
な
福
音
主
義
の
立
場
を

語
る
次

の
宇
田

[二
〇
〇
二
]

の
こ
と
ば
と
共
鳴
す
る
。
「教
会

の

歴
史
を
振
り
返
る
と
、
以
上
の

(聖
書
の
持

つ
)
十
分
性
と
明
瞭
性

と
が
着
実
に
受
け
と
め
ら
れ
な
い
と
き
に
、
そ

れ
を
補
足
補
充
す
る

た
め
に
、
誤

っ
て
い
わ
ゆ
る

"第

二
の
光
"

"第
二
の
力
"
が
導
入

ム
い
　

さ
れ
て
き
た
事
実
を
知

る
の
で
あ
る
」。
そ
し

て

「基
要
派
」

の
結
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論
は
、

「現
代
派
11
不
信
派
」
と

い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

(も

っ
と

も
、
「基

要
派
」
の
す
べ
て
が
公
の
場
に
お
い
て
王
の
よ
う
に
呉
等

を
批
判

し
た
わ
け

で
は
な
く
、
多
く
は

「現
代
派
」
を
敬
遠
し

つ

つ
、
黙
々
と
牧
会

に
従
事
し
て
い
た
。
)

で
は
、
呉
耀
宗

は
本
当

に

「不
信
派
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

現
在
で
も

三
自
委
員
会

を
拒
否
し
た
教
会
、
い
わ
ゆ
る

「家
庭
集

会
」
の
牧

会
者
は
、
し
ば
し
ば

「呉
や
丁
は
秘
密
党
員
で
あ

っ
て
、

ク
リ
ス
チ

ャ
ン
で
は
な

い
」
と
断
言
す
る
。
丁
光
訓

[
二
〇
〇
〇
]

は
こ
れ
に
反
論
し
、
呉
は
共
産
党

の
闘
争
を
高
く
評
価
し
非
暴
力
主

義
を
放
棄

し
た

こ
と
、
た
だ
し
呉
も
自
分
も
マ
ル
ク
ス

・
レ
ー

ニ
ン

主
義
者
で
は
な

い
こ
と
、
呉
の
神
学
思
想
は
ラ
テ
ン

・
ア
メ
リ
カ
に

お
け
る

「解
放

の
神
学
」
に
比
定

で
き
る
こ
と
な
ど
を
強
調
し
て
い

る
。
邪
軍

[
二
〇
〇
六

]
の
見
解

は
こ
の
い
ず

れ
と
も
違

っ
て
お

り
、
呉
は
共
産
党

の
目
的
に
シ
ン
パ
シ
ー
を
感
じ
つ
つ
も
、
非
暴
力

主
義
を
捨

て
て
い
な
か

っ
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
第

一
次
国
共
合

作
の
崩
壊

を
も

っ
て
教

会
と
共
産
党
の
距
離
が

一
気

に
広
が

っ
て
お

り
、
呉
が
共
産
党
陣
営

に
身
を
投
じ
た
の
は

一
九
四
九
年
以
降

の
こ

と
だ
と
見

る
。

ゼ
レ

[
一
九
九
六
]
は
、
神
学
発
展
の
方
向
を

「正
統
主
義
↓
自

由
主
義
↓
解
放

の
神
学
」
と
し
、
お
お
む
ね

こ
れ
を
好
ま
し
い
変
化

だ
と
見
る
。

こ
れ
は
、
超
文
脈
か
ら
文
脈
依
存

へ
の

「進
歩
」
史
観

で
あ
る
。
正
統
主
義
は
聖
書
の
解
釈
を
内
な
る
聖
霊

に
依
存
す
る
た

め
、
聖
書
解
釈

に
お
い
て
文
脈

の
影
響
を
受
け
な
い
。
こ
れ
に
対
し

て
自
由
主
義
は
近
代
合
理
主
義
と
い
う
文
脈

に
依
存
し
て
お
り
、
解

放

の
神
学
は
、
さ
ら
に
弱
者

へ
の
搾
取
と
抑

圧
と
い
う
社
会
的
文
脈

に
も
依
存
し
て
聖
書
を
読
む
。
ゼ
レ
の
い
う
正
統
主
義
は
、
中
国
の

文
脈

で
い
う

「基
要
派
」
に
相
当
し
よ
う
。

こ
の
世

の
文
脈
に
依
存

し
て
聖
書
を
読
む
こ
と
は
、
「基
要
派
」

か
ら
見
れ
ば
聖
書

の
超
時

空
性
、
無
謬
性

へ
の
挑
戦
と
映
り
、
到
底
容

認
で
き
な

い
。

そ
し

て
、
社
会
的
弱
者

の
存
在
や
国
家
、
民
族

の
危
機
を
前

に
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
の
使
命
を
考
え
た

「現
代
派
」
は
、
自
由
主
義
と
解
放

の
神

学

の
中
間
地
点
に
あ

っ
た
と

い
っ
て
よ

い
。

こ
の
意
味

で
、
丁
が
呉

の
立
場
を
解
放
の
神
学
に
比
定
し
て
い
る
の
も
、
全
く
の
的
外
れ
で

あ
る
と
は
い
え
ま
い
。

文
脈

へ
の
実
践
的
関
与
が
あ
る
と
い
う
意
味

で
、
社
会
福
音
運
動

や
解
放

の
神
学
に
は
、
共
産
主
義
と
の
間
に
も

一
定
の
親
和
性
が
あ

る
。
グ
テ
ィ
エ
レ
ス

[
二
〇
〇
〇
]
も
、
解
放

の
神
学
は

マ
ル
ク
ス

主
義

に
負

う
と
こ
ろ
が
大
き

い
と
述

べ
て
い
る
。
呉

の
神
学
思
想

が
、
「基
要
派
」

の
そ
れ
に
比

べ
て
共
産
党
と

の
共
通
目
的
を
見
出

し
や
す
か

っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
間
違

い
な

い
。
「基
要
派
」
か
ら

見
れ
ば
、

こ
の
世
の
文
脈
に
依
存
し
た
彼
ら

の
聖
書
理
解
は
邪
道
で

あ

っ
た
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で

「不
信
派
」
と
決
め
つ
け
た
の

は
、
行
き
す
ぎ

で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
確

か
に
ペ
テ
ロ
は

「に

せ
教
師
に
気
を
つ
け
ろ
」
と
警
告
し
て
い
る
が

(
ペ
テ
ロ
の
手
紙
二

第
二
章
)、
イ

エ
ス
は

「わ
た
し
た
ち
に
逆
ら
わ
な
い
者

は
、
わ
た

し
た
ち
の
味
方
な
の
で
あ
る
」
(
マ
ル

コ
の
福

音
書
第
九
章
)
と
い
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う
懐

の
深

さ
を
見
せ
て
い
る
。

共
産
主

義
と
の
親
和
性
自
体
は
、
必
ず

し
も
非
難
の
対
象
と
は
な

ら
な

い
。

問
題
は
、
自
発
性
の
有
無
だ
。
解
放

の
神
学
は
無
論

の
こ

と
、
自
由

主
義
神
学
も
、
文
脈
に
敏
感
な
改
革
者
た
ち
が
自
発
的
に

創
始
し
て

い
る
。
決
し
て
、
政
治
の
介
入
に
よ
っ
て
上
か
ら
押
し
付

け
ら
れ
た
神
学
で
は
な
い
。
中
国

の

「現
代
派
」
た
ち
も
、
ク
リ
ス

チ
ャ
ン
と

し
て
果
た
す
べ
き
社
会
的
責
任
を
自
発
的
に
考
え
た
。
早

く
も

一
九
〇

二
年
に
は
外
国
ミ

ッ
シ
ョ
ン
か
ら
の
自
立
を
目
指
し
た

中
華
基
督
教
徒
会
が
上
海
で
設
立
さ
れ
、

一
九
二
〇
年
代
に
は
各
地

に

「三
自

」

(中
国
人
自
ら
が
教
会
を
管
理
し
、
収
入
を
確
保
し
、

伝
道
す
る
)
運
動
も
興

っ
て
い
る
。
だ
が
四
九
年
以
降
の
彼
等

は
、

教
会
改
革

、
神
学
改
革
に
公
権
力
を
介
在
さ
せ
て
し
ま

っ
た
。

党
政
が
展
開
し
た
統

一
戦
線
工
作
に
お
い
て
は
、
党
政
と
諸
宗
教

が
妥
協
点

を
見
出
し

つ
つ
団
結
す
る
水
平
的
関
係

で
は
な
く
、
党
政

の
階
級
的

使
命
と
民
族
的
使
命

に
諸
宗
教
が

一
方
的
に
寄
り
添
う
垂

直
的
関
係

が
求
め
ら
れ
る
。
政
治
に
対
し
て
不
関
与
の
姿
勢
を
と

っ

て
い
た

「基
要
派
」

の
多
く
は
、
そ
う
し
た
関
係

の
拒
否
を
理
由

に
、

「反
革
命
」

「反
愛
国
」
と
い
う

い
わ
れ
な
き
非
難
を
浴
び
せ
ら

ヘ

へ

れ
た
。
五
〇
年
五
月
、
周
恩
来
総
理
は

「基
督
教
問
題
座
談
会
」
に

お
い
て
呉

等
を
前

に
、
「三
自
」
運
動
を
推
進
し
帝
国
主
義
と
の
関

係
を
清
算

す
る
こ
と
、
宗
教
界
が
人
民
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
求
め
、

ま
た
新
中

国
で
は
伝
道
に
は
制
限
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
を

一
方
的
に

告
げ

て

い
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、
七
月
か
ら
呉
等

は
全
国
の
教
会
に

『中
国
基
督
教
在
新
中
国
建
設
中
努
力
的
途
径
』

(
い
わ
ゆ
る

「三
自

宣
言
」
)
を
送
付

し
、
新

た
な

「
三
自
」

へ
の
参
加
を
呼
び

か
け

る
。
二
〇
年
代
に
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
民
族
的
覚
醒
が
育
ん
だ
下
か
ら

の

「
三
自
」
と
、
五
〇
年
代

に
党
政

の
政
策

が
生
ん
だ
上
か
ら
の

「三
自
」
は
、
似

て
非
な
る
も
の
だ
と
い
わ
ざ

る
を
え
な
い
。
五
四

年
八
月
、
呉
等
は
宣
言

へ
の
賛
同
者
を
糾
合

し
、

つ
い
に
三
自
委
員

会
を
設
立
し
た
。

五
〇
年
に
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
、
米
中
両
国
は
有
史
以
来
最
も
厳

し
い
対
決
局
面

に
入
る
。

「三
自
」
は
、

い
や
が
お
う
に
も
反
米
色

を
お
び
て
い

っ
た
。
米
国
人
を
は
じ
め
と
す

る
外
国
伝
道
師
ら
が

次
々
と
逮
捕
、
追
放
さ
れ
た
。
五

一
年
七
月
、
政
務
院
は

『関
於
接

受
美
国
津
貼
的
基
督
教
団
体
処
理
辮
法
』
を
公
布

し
、
全
国
の
プ

ロ

テ
ス
タ

ン
ト
教
会
に
米
国
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と

の
関
係
断
絶
を
迫

っ
た
。

こ
こ
ま
で
は

「基
要
派
」
教
会
に
も
、
米
国
伝
道
師
を
穏
便
に
帰
国

さ
せ
る
な
ど
、
対
応

の
し
よ
う
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
五
五

年

の

「粛
反
運
動
」
期
に
は
、
三
自
委
員
会

へ
の
不
参
加
自
体
が

「反
革
命
」

「反
愛
国
」
と
見
な
さ
れ
、
王
明
道
、
林
献
燕
と

い
っ
た

ムロ
　

牧
会
者
が
次
々
と
逮
捕
さ
れ
た
。
翌
五
六
年

に
は
王
が
、
五
八
年
に

は
林
が
再
逮
捕
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
二
十
数
年
間
を
獄
中
で
過
ご
す
こ

と
に
な
る
。
あ
る
い
は
逮
捕
、
あ
る
い
は
国
外
脱
出
と

い
う
形

で
牧

会
者
を
失

っ
た
教
会
に
対
し
て
、
三
自
委
員
会
は
教
派
を
超
え
た
合

同
礼
拝

(
い
わ
ゆ
る

「聯
合
崇
拝
」)
を
実

施
、

こ
う
し
て
中
国
プ

ロ
テ
ス
タ

ン
ト
は
、
丁
光
訓
の
い
う

「ポ
ス
ト
教
派
時
代
」

へ
と
突
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で

ト

ま

ン

会

に

イ

教

外

ポ

　

　

　羅鵯

灘

瀧

き

は

り

で

心コ　

　

　鱗、
各

い

2

は

。
て

真

に

る

つ

写

日

れ

な

曜

ふ

も

日

あ

に

入
し
た
。

そ
れ
は
、
公
権
力
を
背
景
と
し
た
三
自
委
員
会
が
、
翼
賛

教
団
化
し

た
瞬
間
で
も
あ

っ
た
。

だ
が
、

そ
の
後
の
文
化
大
革
命
は
、
活
動
停
止
に
追

い
込
ま
れ
た

三
自
委
員
会
に
と

っ
て
予
想
外

の
副
産
物
を
生
む
。
地
下

に
沈
潜
し

た

「基
要
派
」
系
の
信
者
た
ち
が
、
そ
の
信
仰
を
守
り
通
し
た
ば
か

り
で
な
く
、
信
者
を
増
や
し
さ
え
し
た
の
だ
。
八
〇
年
九
月
九
日
の

『
人
民
日
報
』
に
よ
れ
ば
、
丁
光
訓

は
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

「現
在
開

放
さ
れ
た
教
会

は
ご
く
わ
ず
か
で
、
大
半

の
信
者
は
家
庭

内

で
集
ま
っ
て
い
る
…
…

(中
略
)
…
…
彼
等
が
非
合
法

で
あ
る
と

は
、

三
自
委
員
会

の
リ
ー
ダ
ー

の
ひ
と
り
と

し
て
い
え
な
い
」
。
打

ち

の
め
さ
れ
た

「地
上
」
の
教
会
と
ふ
く
れ
あ
が

っ
た

「地
下
」
の

教
会
を
前
に
、
三
自
委
員
会
は
そ
の
合
法
性
す
ら
問
わ
れ
た
の
で
あ

る
。
広
州
に
復
帰
し
た
林
献
燕

の
牧
会
す

る
栄
桂
里
教
会

(写
真

2
)
な
ど
は
、
今
や
週
に
の
'C
1
10
0
0
名

の
会
衆
を
公
然
と
集
め

て
お
り
、

「家
庭
集
会
」
と
い
う
表
現
は
も

は
や
不
似
合

い
と
な

っ

た
。
五
〇
年
代
と
は
違

い
、

こ
れ
は
否
定

し
て
済
む
も
の
で
は
な

い
。八

〇
年

一
〇
月
、
三
自
委
員
会
は
教
会

の
教
務
管
理
の
た
め
に
中

国
基
督
教
協
会
を
発
足
さ
せ
、
自
ら
は

「ポ

ス
ト
教
派
時
代
」

の
中

国
教
会
統
合

や
党
政
と

の
統

一
戦
線
維
持

に
専
念
す
る
よ
う
に
な

る
。
以
降
、
三
自
委
員
会
と
基
督
教
協
会
は

「両
会
」
と
略
称
さ
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
。
た
だ
し
両
会

の
分
業
は
、
名
義
上
の
そ
れ
に
過

ぎ
な

い
。
筆
者

の
知
る
限
り
、
各
地
両
会

の
指
導
層
は
、
ほ
と
ん
ど

が
同

一
メ
ン
バ
ー
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
重
要
人
事

は
、
対

口
関
係
に
あ
る
宗
教
局

の
承
認
を
必
要
と
す
る
。

成
長
し
た
家
庭
集
会
を
否
定
で
き
な
い
が
、

一
方
で
教
会
統
合
と

統

一
戦
線
維
持
を
急
が
ね
ば
な
ら
な
い
。
進
退
窮
ま

っ
た
状
況

の
な

せ
る
わ
ざ
な
の
か
、
こ
の
時
期
の
丁
の
言
動

に
は
矛
盾
も
見
え
る
。

基
督
教
協
会
が
発
足
し
た
南
京
会
議

で
は
、

こ
う
も
述

べ
て
い
る
。

「三
自
に
反
対
す
る
者

は
愛
国
主
義
を
欠

い
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト

の

福
音
事
業
を
否
定
し
て
お
り
、
プ

ロ
テ
ス
タ

ン
ト
を
破
壊
す
る
…
…
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(中
略
)

…
…
こ
の
種

の
宗
教
を
利
用
し
て
金
銭
を
騙
し
取
り
、
反

中
国
宣
伝

を
行

い
、

わ
が
方

に
転
覆
活
動

の
陰
謀
を
し
か
け
る
者

ムお
　

(家
庭
集
会
)
に
対

し
て
は
、
警
戒
を
せ
ね
ば
な
ら
な

い
」
。

つ
ま

り
、
「ポ

ス
ト
教
派
時
代
」

で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
に
も
か
か

わ
ら
ず
、

「家
庭
集
会
」
と

い
う
分
派
組
織
の
存
在
を
認
め
、
そ
の

存
在
を
許

し
た
か
と
思
え
ば
、
か

つ
て
の
よ
う
に

「反
愛
国
」

の

レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
、
あ
ま

つ
さ
え
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
し
て
も
失
格
扱

い
す
る
。
支
離
滅
裂
な
自
家
撞
着
を
犯
し
て
い
る
上
に
、
最
後
に
は

反
対
者
を

「人
民
」

の
将
外
に
置

い
た
毛
沢
東
を
も
彷
彿
と
さ
せ
る

排
除

の
論

理
を
ふ
り
か
ざ
し
て
い
る
の
だ
。
到
底
、
家
庭
集
会

の
構

成
員
か
ら
信
頼
を
得

る
に
足
る
姿
勢

で
は
な
い
。

米
国
に
お
け
る
神
学
的
対
立
が
中
国
に
持
ち
込
ま
れ
、
そ
こ
に
党

政
と
い
う

公
権
力
が
介
在
し
た
。
こ
う
し
て
、
「現
代
派

11
両
会
11

官
方
教
会

」
聡

「基
要
派
11
家
庭
集
会
11
非
官
方
教
会
」
と
い
う
、

神
学
的
に
共
約
不
能

で
、
人
間
的

に
も
相
互
不
信
と
い
う
対
立
の
構

ハ
　
　

図
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。

指
導
的
立
場
に
あ
る
人
物
の
揺
れ
は
、
地
方
両
会
の
揺
れ
に
も
つ

な
が
る
。
沈
潔

[
二
〇
〇
三
]
に
よ
れ
ば
、
民
間
組
織

の
圧
倒
的
多

数
が
未
登

記
状
態
に
あ
り
、
そ

の
数

は
数
百
万
に
も
達
す
る
と

い

う
。
こ
れ
ら
登
記
条
件
を
満
た
せ
な
い
団
体
は
、
法
的
保
護

の
将
外

に
置
か
れ

る
こ
と
に
な
る
。
中
国
で
法
制
度

の
博
外
に
置
か
れ
た
集

団
や
個
人

は
、
法
治
で
は
な
く
人
治
、

つ
ま
り
官
憲
の
恣
意
に
ゆ
だ

ね
ら
れ
や
す

い
。
デ

フ
ォ
ル
ト
で
は
放
置
だ
が
、
地
方
官
憲

に
と
っ

て
不
都
合
が
あ
れ
ば
、
未
登
記
の
事
実
が
直

ち
に
摘
発
の
口
実

へ
と

化
け
る
。
両
会
の
判
断
が
反

「家
庭
集
会
」
側
に
振
れ
て
い
る
地
方

で
も
、
公
安
に
よ
る
集
会
取
締
り
が
起
こ
り
や
す
い
。
取
締
り
の
根

拠
と
し
て
は
、
未
登
記

の
事
実

(二
〇
〇
五
年
施
行
の

『宗
教
事
務

条
例
』
を
根
拠
と
す
る
)
に
加
え
て
、
消
防
関
連
法
に
よ
り
消
防
施

設
の
不
備
を
指
摘
す
る
、
建
築
関
連
法
に
よ
り
建
造
物
と
し
て
の
問

題
を
指
摘
す
る
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
法
的
根
拠

が
動
員
さ
れ
る
。
携
帯

電
話
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
も
あ
り
、
摘
発
の
事
実
は
直
ち
に

全
国

の
家
庭
集
会

へ
と
伝
播
す
る
。
両
会
と
家
庭
集
会

の
相
互
不
信

は
、
当
分
解
消
の
め
ど
が
立
た
な
い
。

今
後
の
展
望

以
上
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
中
国

キ
リ
ス
ト
教
が
公
共
空

間

の
再
構
築
、
あ
る
い
は
政
治
的
多
元
化
、
自
由
化

に
果
た
し
う
る

役
割
を
考
え
た
時
、
ど
う
し
て
も
楽
天
的
な
展
望
は
出
て
こ
な
い
。

愛
国
会
や
三
自
委
員
会
は
、
統

一
戦
線
工
作

の
手
駒
で
あ
る
こ
と

に
安
住
す
る
が
ゆ
え
に
、
公
共
善
の
実
現
に
お
い
て
い
さ
さ
か
の
功

績
が
あ

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
党
政
機
能

の
延
長
で
あ
る
と
し
か

理
解
さ
れ
な

い
。
党
政
の
方

で
も
、
そ
れ
を
望
ん
で
い
る
。
身
も
蓋

も
な
い
話
を
す
れ
ば
、
経
済
的
、
人
的
資
源

は
教
会
に
提
供
さ
せ
る

が
、
最
後
は
上
級
機
関

に
当
地
党
政

の

「政

績
」
と
し
て
報
告

で

き
、
し
か
も
稗
益
者
の
人
民
に
は

「党
と
政
府
に
感
謝
し
ま
す
」
と
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い
わ
し

め
る
と
い
う
の
が
、
党
政
側
に
と

っ
て
の
理
想
な
の
だ
。

九
三
年

一
一
月

の
全
国
統
戦
工
作
会
議
に
お
い
て
江
沢
民
が
宗
教

政
策
三
原
則
を
示
し
て
以
来
、
党
政
の
宗
教
政
策
に
お
い
て
は

「宗

教
と
社
会
主
義
社
会

の
相
互
適
応
」
が
強
調
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教

は
い
わ
ゆ

る

「海
外
関
係
」
を
豊
富

に
有
す
る
宗
教
で
あ
り
、
特
に

各
レ
ベ
ル
の
地
方
政
府
か
ら
は
、
国
外
資
金
を
活
用
し
た
福
祉
領
域

で
の
活
動
を
求
め
ら
れ
や
す

い
。
八
五
年
、
三
自
委
員
会
、
南
京
大

学
、
江
蘇

省
政
府

が
中
心
に
な

っ
て
創
設
し
た
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系

慈
善
基
金
会
で
あ
る
愛
徳
基
金
会

(本
部

"
南
京
、
理
事
長

"
丁
光

訓
)
も
、
香
港
に
事
務
所
を
持
ち
、
そ
の
資
金

の
大
半
を
国
外
と
香

港
の

「教
友
」

(特

に
、
欧
州
か
ら

の
資
金
が
約
半
分
を
占
め
る
)

に
頼
る
。

田
島

[
二
〇
〇
六
]
に
も
述

べ
る
と

こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、

福
祉
財
源

に
事
欠
く
地
域
ほ
ど
、
え
て
し
て
党
政
と
両
会

の
関
係
が

良
い
。

こ
れ
も
ま
た
、

「宗
教
と
社
会
主
義
社
会

の
相
互
適
応
」
の

一
例
な
の
だ
と

い
え
よ
う
。

愛
国
会

、
両
会

の
宗
教
外
活
動
が
党
政
の
功
績
と
し
て
埋
没
し
や

す
い

一
方

で
、
カ
ト
リ

ッ
ク

「地
下
教
会
」
や
プ

ロ
テ
ス
タ

ン
ト

「家
庭
集
会
」
が
社
会

で
公
共
善
の
追
求
に
携
わ
る
と

い
う
ケ
ー
ス

は
、
ほ
と

ん
ど
な

い
。
公
然
と
活
動
す
る
こ
と
が
難
し
い
環
境

に
置

か
れ
て

い
る
上
、
神
学
上
保
守
的
で
あ
る
た
め
だ
。
前
者
は
カ
ト

リ
ッ
ク
共
同
体

の
維
持

を
、
後
者
は
個
人
の
霊
的
救

い
を
、
そ
れ
ぞ

れ
主
要
な
関
心
事
と
す
る
。

そ
れ
で
も
、
希
望
を
感
じ
さ
せ
る
変
化
は
、
わ
ず
か
な
が
ら
も
起

こ
り

つ
つ
あ
る
。
カ
ト
リ

ッ
ク
に
お
い
て
は
、
河
北
信
徳
社

の
活
動

が
挙
げ

ら
れ
よ
う
。
河
北
信
徳
社
は
、
九

一
年
に
張
士
江
神
父
が

た
っ
た

一
人
で
立
ち
上
げ
、
現
在
四
〇
名
の

ス
タ

ッ
フ
を
抱
え
る
に

い
た

っ
て
い
る
。
張
神
父
は
国
外
で
神
学
を
修
め
、
帰
国
後
上
海
教

区

の
カ
ト
リ
ッ
ク
学
術
研
究

・
出
版
機
構

「光
啓
社
」
に
勤
務
し
て

い
た
が
、
故
郷
で
あ
り

「地
下
教
会
」

の
勢
力
が
全
国
で
最
も
強

い

と

い
わ
れ
る
河
北
省
に
呼
び
戻
さ
れ
た
。
そ

こ
で
石
家
荘
市
内
に
信

徳
社
事
務
所
を
開
き

(現
在
は
、
石
家
荘
市
郊
外
に
あ
る
河
北
省
天

主
教
神
哲
学
院
の
敷
地
内

に
移
転
)、
カ
ト
リ

ッ
ク
新
聞

『
信
徳
』

を
創
刊
し
た
。
編
集
に
お
い
て
は
故
意
に
党

政
の
宣
伝
を
避
け
、
法

王
に
関
す
る
情
報
な
ど
を
果
敢
に
報
道
す
る
。
お
か
げ

で
当
局
か
ら

警
告
を
受
け
た
こ
と
、
発
行
差
し
止
め
処
分

に
な

っ
た
こ
と
も
あ

っ

た
が
、
「地
下
教
会
」
か
ら
信
頼
を
勝
ち
と

る

こ
と

に
は
成
功

し

た
。
現
在
七
万
部
を
数
え
る
同
紙
は
、
地
上
地
下
を
問
わ
ず
、
中
国

カ
ト
リ
ッ
ク
界
に
お
い
て
広
く
購
読
さ
れ
て

い
る
。

九
七
年
、
張
神
父
は
さ
ら
に
慈
善
N
G
O

「北
方
進
徳
天
主
教
社

会
服
務
中
心
」
を
創
設
、
翌
年
の
社
会
団
体
登
記
批
准
を
経

て
、
社

ムね
　

会
福
祉
活
動
に
も
着
手
し
た
。
農
村

の
水
源
確
保
、
災
害
援
助
、
学

童
支
援
、
重
病
人

へ
の
支
援
、
A
I
D
S
予
防
教
育
、
教
会
に
よ
る

教
育
事
業
、
公
益
事
業
の
援
助
な
ど
、
幅
広

い
事
業
を
展
開
す
る
。

資
金
源
は
主
に
国
外
修
道
会
や
カ
ト
リ
ッ
ク
系
慈
善
基
金
会
等

で
、

「北
方
進
徳
」

へ
の
支
援
要
請
は
各
地

の
教
会
を
通
し
て
行

わ
れ
、

各
地
教
会
の
名
義
に
お
い
て
事
業
が
展
開
さ
れ
る
。
な
お
、
申
請
を
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行
う
教
会

は
、
地
上
地
下
を
問

わ
な
い
。

こ
う
し
て
地
下
教
会
か
ら
得

ら
れ
た
信
頼

の
下
、
張
神
父
は
地
下

教
会
の
地
上
化
に
も
リ

エ
ゾ

ン
役
と
し
て
協
力
し
て
い
る
。
神

の
愛

を
世
に
証

し
す
る

「地
の
塩
」
た
れ
と
い
う
イ
エ
ス
の
教
え
に
忠
実

で
あ
る
ば

か
り
か
、
地
上
と
地
下
の

「共
融
」
を
望
む
法
王
に
と
っ

て
も
よ
き
働
き
手
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

プ

ロ
テ

ス
タ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
上
海
Y
M
C
A
の
活
動
を
挙
げ

る

こ
と

が
で
き
る
。
田
島

[
二
〇
〇
六
]

で
詳
述
す
る
と

こ
ろ
が

あ

っ
た
が
、
上
海
Y
M
C
A
は
上
海
浦
東
新
区

の

「羅
山
市
民
会

館
」
を
運
営
、
区
の
福
祉
事
業

の

一
部
を
肩
代
わ
り
し
、
地
域
住
民

の
好
評
を
博
し
て
い
る
。
ま
た
、
寧
夏
回
族
自
治
区
に
お
け
る
学
童

支
援
、
上
海
市
で
働
く
農
民
労
働
者

の
子
弟
教
育

の
支
援
、
A
I
D

S
予
防
教
育

の
展
開
、

レ
イ
オ

フ
人
員

へ
の
職
業
訓
練
等
、
様
々
な

社
会
福
祉
事
業
を
手
掛
け
る
。

こ
う
し
た
宗
教
系
N
G
O
の
活
動
は
、
宗
教
的
理
念
が
社
会
的
公

正

の
実

現
に
有
益

で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
と

い
う
意
味
に
お
い

て
、
宗
教

へ
の
認
知
と
そ
の
発
言
力
を
強
化
し
、
公
共
空
間

の
再
構

築

に
向
け
た
宗
教

の
活
動
を
下
支

え
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

無
論
、
課
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。
第

一
に
、
そ
う
し
た
N
G
O
自

身

の
問
題
。
中
国
N
G
O
は
、
そ

の
成
功
が
指
導
者

の
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ

に
依
存
し
て
い
る
ケ
ー

ス
が
多

い
。
信
徳
社
に
お
け
る
張
士

江
神
父
、
上
海
Y
M
C
A
に
お
け
る
呉
建
栄
総
幹
事
の
存
在
感
は
、

絶
対
的

な
も
の
が
あ
る
。
後
継
者
養
成
と
、
制
度
整
備
に
よ
る
持
続

的
発
展
の
確
保
が
急
が
れ
る
。

第
二
に
、
彼
ら
を
取
り
巻
く
環
境

の
変
革

が
不
可
欠
で
あ
る
。
ま

ず
、
キ
リ
ス
ト
教
界
全
体
の
神
学
的
改
革
。
解
放

の
神
学
と
い
う
文

脈
依
存

の
神
学

に
自
ら
を
比
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
中
国
と
い
う
文

脈

に
ふ
さ
わ
し

い
神
学
を
、
下
か
ら
構
築
す

る
必
要
が
あ
る
。
ま

た
、
法
整
備
も
不
可
欠
だ
。
『宗
教
法
』
を

制
定
し
、
愛
国
会
、
三

自
委
員
会

の
地
方
組
織

に
よ
る

「地
下
教
会
」

「家
庭
集
会
」

へ
の

恣
意
的
な
介
入
を
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
巨
大
な
人
的
資
源

を
持

つ

「地
下
教
会
」
「家
庭
集
会
」
が
公

的
空
間
に
お
い
て
役
割

　ロ
　

を
果
た
し
う
る
の
は
、
そ
の
後

の
話
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
公
益
事

業
に
お

い
て
連
続
し
た
不
祥
事
が
、
中
国
国

民
の
公
益
事
業

に
対
す

る
信
用
崩
壊
を
招
き
、
そ
れ
が
N
G
O
の
経
済
的
対
外
依
存
を
助
長

し
て
い
る
現
状
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
党
政
の
目
指
す

「和
譜
社
会
」

の
理
想
か
ら
見
て
も
看
過

で
き
な

い
。

そ
し
て
何
よ
り
、
党
政
自
体
が
変
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ

り
Y
M
C
A
は
教
会
と
別
組
織
の
N
G
O
で
あ
る
の
に
、
上
海
Y
M

C
A
は
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
屋
上
に

「上
海
華
愛

社
区
管
理
服
務
中
心
」

な
る
屋
を
架
し
、
各
街
道
事
務
所
か
ら
の
福

祉
事
業

へ
の
参
与
要
請

に
応
え
て
い
る
。
ま
た
、
上
海
Y
M
C
A
自

身
が
関
わ

っ
た
ケ
ー
ス

で
も
、
彼
ら

は

「上
海
基
督
教
青
年
会
」

で
は
な
く

「上
海
青
年

会
」
の
名
称
で
活
動
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ

こ
ま
で
脱
宗
教
化
し
た

姿
で
公
共
領
域
に
踏
み
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
党
政

の
宗
教
嫌

い
を
愕

っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「三

つ
の
代
表
」
重
要
思
想

で
党
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政
の
階
級

ア
レ
ル
ギ
ー
が
消
え

つ
つ
あ
る
今
、
無
神
論

(宗
教

ア
レ

ル
ギ
ー
)
に
果
た
し
て
ど
れ
だ
け

の
合
理
性
が
あ
る
の
で
あ

ろ
う

か
。
末
端

の
党
組
織

に
お
い
て
は
、
名
刹

へ
の
焼
香

ツ
ア
ー
す
ら
行

わ
れ
て
い
る
。
党
政
に
は
無
神
論
が
有
名
無
実
化
し
つ
つ
あ
る
現
実

を
直
視

し
、
更
な
る

「解
放
思
想
」
に
踏
み
出
す
勇
気
が
求
め
ら
れ

る
。注〈

1
>

津

城

[
二
〇

〇

五

]

に
よ

れ
ば

、
伊
藤
博

文

ら

は

「密

教

と
し

て

の
天

皇
制

」
を

利

用

し

て
お

り
、

こ
れ

は
公
共
宗

教

と

し

て
は
最

も

意
識

的
な

も

の

で
あ

る

と

い
う
。

阿
満

[
二
〇
〇

五

]

は
、
後

に

「
国
家

神
道

」

と

呼

ば

れ

る

こ
の
公

共
宗

教

が
、
宗

教

で
あ

る

こ
と

を

否
定

し
続

け
た

と

す

る
。

近
代

国
家

に
お
け

る
公
共
宗

教

は
、

明

示

的

で
あ
れ
ば

あ

る

ほ
ど

そ

の
宗

教
性

を
否
定

せ

ね
ば

な
ら

な

い
。

中

国
共
産

党

が

マ
ル
ク

ス

・
レ
ー

ニ
ン
主
義

を

「科

学

」

で
あ

る
と

主
張

す

る

こ
と

に

は
、
教

条

主
義

以
上

の
意
味

が

あ

る
。

〈
2
>

園

田

[
二
〇

〇

〇

]

は
、
市

場
経

済
化

に
よ

っ
て
形

成

さ
れ

た

新
中

間
層

に
体
制

迎

合

的
傾
向

が
あ

る

こ
と

を
指
摘

し

て

い
る
。
中

間
階

層

の
台
頭

が

政

治

的
民

主
化

に

つ
な
が

る
と

い
う
楽

観
論

は
、

こ
と
中
国

に
関

す

る
か
ぎ

り

単
純

に

は
あ

て
は
ま

ら
な

い
。

〈
3
>

同
書

、

一
二

八

頁
。

〈
4
>

張
践

[
二
〇

〇

五

]

は
、
中

国

の
宗

法
家

族
社
会

に
遍
在

す

る

祖

先

崇
拝

な

ど

を

、

「宗

法

性

伝
統

宗

教
」

と
呼

ん

で

い
る
。

た

だ

し

「宗

法

性

伝
統

宗

教

」

に

は
仏

教

、

道

教

な

ど

も

混
在

し

て

お

り

、
体
系

的
教

理
や

宗
族

を
越

え
た
教

団
、

祭

祀
者

も
存
在

し
な

い

た

め
、
本

論

で
は

「
宗
法

性
信

仰

」

と

い
う
表

現

に
と
ど

め
た

。

〈
5
>

田
島

[
二
〇
〇

七
]
、
第

三
章

参

照
。

〈
6
>

周
知

の
よ
う

に
、
デ

ュ
ル
ケ

ー

ム
は
共

同
体

の
シ

ン
ボ

ル
と
し

て
の
宗

教

(ト

ー

テ
ミ
ズ

ム
)

に
関
す

る
研

究

を
残

し

て
お
り

、

一

方

ウ

ェ
ー

バ
ー

は
、
個

人
的

信

仰

と
し

て
の
プ

ロ
テ

ス
タ

ン
テ

ィ
ズ

ム

が
近

代
化

に
果

た

し
た
役

割

を

評
価

し

て

い
る
。

つ
ま
り

、
前

者

は
現
状

の
表

象
と

し

て

の
宗

教

、
後

者

は
現
状

を
変

革

す

る
宗
教

と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う
。

〈
7
>

「文
化

基
督

徒

」

現
象

は
、

劉

小
楓

ら

に
よ

っ
て
取

り
上

げ

ら

れ

て
以
来

、
教

会
指

導

者

の
注

目

を
も

引

き
付

け

て

い
る
。

「
基
要

派

」

の
多

く

は

こ
れ

に
否

定

的

な

立

場

を

と

る

が
、

丁

光

訓

は
、

「
同
盟
者

」
と

し

て
歓
迎

し

て

い
る
。

〈
8
>

上

か
ら

の
国

民
創
成

を
伴

う
中
国

革
命

は
、

ア

レ

ン
ト

の

二
分

法

モ
デ

ル

で

い
う

と
、
明

ら

か

に
米
国

型

よ
り

も

フ
ラ

ン
ス
型

に
近

い
。

そ

の
公
共

宗
教

も
、

ベ
ラ

ー

の
い
う

「市

民
宗
教

」

や
、

複
数

形

で
語

ら
れ

る
カ

サ

ノ
バ

の

「公

共
宗
教

」

に
比

し

て
、

一
種

の
欽

定
性

が

あ

る
。

〈
9
>

宗
教

的
価

値
観

が
多

元
主

義

に

つ
な

が
り
、

世
俗

的
価

値
観

が

自
由

主
義

に

つ
な
が

る
傾
向

が
あ

り
、

こ
の
両
者

は

一
定
程

度
牽

制

し
あ

う
関
係

に
あ

る
。

し

か

し
、

い
ず

れ

に
せ

よ
ど
ち

ら

か

一
方

を

完
全

に
欠

い
た

民
主
主

義

を
今

日
想

像

す

る

こ
と

は
難

し

い
。

ロ
ー

ル
ズ

後
期

に
構
想

さ

れ
た
政

治
自

由

主
義

が
宗

教

を
条
件

付

き

で
許

容

し

て

い
た
よ

う
に
、

も

は
や
自

由
主

義

の
課

題

は
宗
教

的
価

値
観
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や

共
同

体

を
排

除

す

る

こ
と

に

は
な

く
、

ど

の
程
度

い
か

に

し

て
許

容

す

る
か

に
移

っ
て

い
る
。

〈
10
>

ス

ノ
ー

も
指

摘

す

る
と

こ
ろ

で
あ

る
が
、

中
国
共

産
党

は
長
征

前

に
江

西
省

で
反

宗
教

運
動

を
行

っ
て
い
る
。

〈
11
>

『致

中

国
教

友

書

』

に
お

い
て
は
使
徒

的
書

簡
、

『
致
中

国

教
会

通

諭
』

に
お

い
て

は
回
勅

と

し

て
言

及

さ
れ

て

い
る
。

〈
12

>

襲

氏

は
釈

放

後
米

国

へ
出

国
、

一
九

九

一
年

に
は

バ
チ

カ

ン
か

ら
枢
機

卿

に
秘

密

叙
任

さ

れ

て

い
た
事

実

が
公

に
な

り
、
中

国
ー

バ

チ
カ

ン
間

に
新

た

な

し

こ
り
を
生

ん

で

い
る
。

〈
　
)

M

ad
se
n
[
1
9
9
°。
]

は
、

現

在

の
中

国

カ

ト

リ

ッ
ク

の
保

守

性

が
、

ひ
と

つ
に

は

こ

の
公
会

議

か
ら
隔

離

さ
れ

て

い
た

こ
と

に
由
来

す

る
と
見

る
。

〈
14
>

『
天
主

教

工
作

学

習
参
考

資

料
』

第

二
輯
、
参

照

。

〈
15
>

同
書

、

二
五

七

頁
。

〈
16
>

同
書

、

二

四

二
頁
。

〈
17
>

侃

析

声

は
早

く

も

一
九
五

二
年

に
逮
捕

さ

れ

て

い
る
が
、

邪
福

増

[
二
〇

〇

五
]

に
よ

れ
ば

、

こ
れ

は
経
済

犯

罪
を

理
由

と

し
た
逮

捕

で
あ

る
と

い
う
。

〈
18
>

丁

[
二
〇

〇
〇

]
、

一
二
、

一
五

頁
。

〈
19
>

た

だ
し

現
在

の
両
会

に

は
、

田
島

[
二
〇
〇

六
]

で
述

べ
た

よ

う

な
社

会

福

祉

活

動

が

あ

る
反

面

、

そ

れ

を
邪

道

と

見

る

「基

要

派
」

的

な
人

々

も

い

る
。

ひ
と

つ
に
は
、

三
自
委

員
会

が

そ

の
成

立

時

に

「基

要

派

」

に
連

な
る
人

々
を

も
内

に
抱

え

こ
ん

で
お

り
、

現

在

の
両
会

に

は
そ

う

し
た
人

々
に
も

一
定

の
発

言

の
自

由

が
許

さ

れ

て

い
る
た

め

で
あ

ろ
う
。

共
約
不

能

の
対
立

は
、
両
会

内

部

に
も
存

在

す

る
。

〈
20
>

筆

者

に

よ
る
イ

ン
タ
ビ

ュ
ー

に
張
神

父

は
、
当
初

マ
ザ

ー

・
テ

レ
サ

の
慈
善

活
動

と

、

二
〇
〇

二
年

に
李

篤
安

司
教

が
西

安

で
創
設

し
た

「社
会

服
務

中

心
」

か

ら
着
想

を
得

た
と
答

え

て

い
る
。

〈
21
>

た
だ

し
、
法

的

保
護

が
彼

ら

に
保
守

的

な
カ

ト
リ

ッ
ク
共

同
体

や
正

統

主

義

神

学

を
脱

ぎ

捨

て

さ
せ

る

か

ど
う

か

は
未

知
数

で
あ

る
。

ま
た

、

そ
れ
が

で
き
な

か

っ
た
と

し

て
彼

ら

を
責

め

る
べ
き

で

は
あ

る
ま

い
。
多

元

主
義

は
、

神
学

に
お

い
て
も
担

保

さ
れ

な
け

れ

ば

な

ら
な

い
。
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